
新型コロナウイルス感染症への対策について 

令和３年５月１３日 

 

 令和３年５月１３日、「第２５回新型コロナウイルス対策本部会議」を開催しましたの

で決定事項をお知らせします。 

 

 

 （１） 公共施設の対応について 

  ・まん延防止等重点措置の延長後においても、感染防止対策を徹底し、公共施設の

開館・開所を現状のとおり継続する。 

   ただし、馬室キャンプ体験広場は 5月 31日まで利用休止を延長する。 

  

（２） イベントについて 

  ・こうのす花まつりは感染防止対策を徹底して、規模を縮小し実施する。 

   なお、会場内での食事は禁止とする。（イベント会場内の放送で案内。飲料は可） 

 

 （３） ワクチン接種について（報告） 

  ・75歳以上（昭和 22年 4月 1日以前生）のワクチン接種の予約を開始する。 

   予約方法：電話及びインターネット 

   予約開始日時：5月 17日（月曜）9時から 

   対象：約 1万８千人 

   ※ワクチンは、７５歳以上の対象者全員分をほぼ確保しているため、慌てず分散

して予約いただくよう周知をお願いする。 

 

 （４） その他 

  ・市公共施設の感染症対策の備品として、 

   サーマルカメラ、アクリルパーテーション、二酸化炭素濃度計測器、サーキュレ

ーターの購入を予定している。 

 


